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独占禁止法に関する相談事例集（令和７年度）について 

令和８年６月 17 日 

公 正 取 引 委 員 会 

このたび、公正取引委員会は、令和７年度における事業者等の活動に関する主要な相

談事例を取りまとめ、「独占禁止法に関する相談事例集（令和７年度）」として公表する

こととしました。 

今回の相談事例集には、後記３の「事業者の活動に関する相談」４件及び後記４の 「事

業者団体の活動に関する相談」５件の計９件の相談事例を掲載しています。９件の中に

は、グリーン社会の実現 （事例１、２及び７）、サプライチェーンの強靱化 （事例３）、価

格転嫁（事例５及び８）、物流の 2024 年問題（事例９）といった事項に関する取組の相

談が含まれています。 

１ 「独占禁止法に関する相談事例集」について 

公正取引委員会は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22年法律

第 54号。以下「独占禁止法」といいます。）の運用に当たり、独占禁止法違反行為の未然

防止と事業者及び事業者団体（以下「事業者等」といいます。）の適切な事業活動に役立

てるため、事業者等が実施しようとする具体的な行為に関して個別の相談に対応してい

ます。  

また、公正取引委員会では、事業者等の独占禁止法に関する理解を一層深めることを

目的として、相談者以外にも参考になると考えられる主要な相談の概要を取りまとめ、

相談事例集として毎年公表しています。 

２ 公正取引委員会ウェブサイト上に掲載している相談事例集関係の情報について 

⑴ 過去の相談事例

過去の相談事例集に掲載した事例については、公正取引委員会のウェブサイトの「相

談事例集」のページに掲載しており、キーワードでの検索ができるほか、年度別、行

為類型別、産業分類別及びグリーン関連相談等の主なテーマ別に整理して掲載してい

ます。 

（相談事例集）https://www.jftc.go.jp/dk/soudanjirei/index.html 

⑵ 法令・ガイドライン等（独占禁止法）、よくある質問コーナー（独占禁止法）

独占禁止法に関する法令・ガイドライン及び一般的なＱ＆Ａを、公正取引委員会の

ウェブサイトに掲載しています。

（法令・ガイドライン等）https://www.jftc.go.jp/hourei.html 

（よくある質問コーナー）https://www.jftc.go.jp/dk/dk_qa.html 

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部取引企画課相談指導室 

電話 ０３－３５８１－５４８１（直通） 

ホームページ https://www.jftc.go.jp/

https://www.jftc.go.jp/dk/soudanjirei/index.html
https://www.jftc.go.jp/hourei.html
https://www.jftc.go.jp/dk/dk_qa.html
https://www.jftc.go.jp/
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３ 事業者の活動に関する相談（４件） 

事例

番号 
相談に係る行為の概要 

関係法条 
（注１） 

回 答 

１ 

【グリーン社会の実現に向けた事業者等の取組

に関する相談】（注２） 

輸送用機械製造販売業者が、グリーン社会の実

現に有用な輸送用機械の普及を目的として、当該

輸送用機械に用いられる温室効果ガスの排出量

削減に有効な燃料を販売する小売業者に対し、当

該燃料の小売価格を値引きするための原資を提

供し、値引きの効果を検証する実証プロジェクト

を実施する取組 

 

〇 本件取組の特徴・ポイント（キーワード） 

＃不当廉売、＃拘束条件付取引、＃グリーン

社会の実現、＃小売価格引下げの原資補助、＃

輸送用機械の燃料の販売に係る実証プロジェ

クト 

第 19 条（不公正な

取引方法） 

一般指定第６項（不

当廉売）及び第 12

項（拘束条件付取

引） 

問題なし 

２ 

【グリーン社会の実現に向けた事業者等の取組

に関する相談】 

農産物を原料とする商品の製造販売業者約 10

社が、温室効果ガスの排出量削減等を目的とし

て、共同して再生農業の実証実験を行うに当た

り、当該実証実験に係る実施希望地及び生産を希

望する農産物名を外部機関に報告し、当該外部機

関が、これらの情報を集約して希望実施地・希望

農産物が合致する事業者を実証実験のチームと

してマッチングさせ、そのマッチング結果を全参

加事業者に共有し、得られた成果物について、実

証実験に参加する事業者間で共有すること及び

実証実験に参加しなかった事業者に対しては合

理的な対価により共有する取組 

 

〇 本件取組の特徴・ポイント（キーワード）  

＃業務提携、＃情報共有、＃グリーン社会

の実現、＃再生農業の実証実験、＃発展段階

の市場、＃事業者のマッチング 

第３条（不当な取引

制限） 
問題なし 
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事例

番号 
相談に係る行為の概要 関係法条 回 答 

３ 

 金属素材の製造販売業者４社が、海外からの輸

入に依存している鉱物資源（金属素材の原料）の

安定供給の確保・サプライチェーン（供給網）の

強靱化を目的として、共同して、これまで輸入し

たことのない国から新たに鉱物資源（金属素材の

原料）の調達を行う取組 

 

〇 本件取組の特徴・ポイント（キーワード） 

＃共同調達、＃情報共有、＃安定供給の確保、

＃サプライチェーンの強靱化、＃鉱物資源（金

属素材の原料）の輸入 

第３条（不当な取引

制限） 
問題なし 

４ 

医療用医薬品製造販売業者が、製造販売を終了

する予定の医療用医薬品について、関係省庁の通

知に基づき、他の医療用医薬品製造販売業者に対

し、代替品の供給の確保に向けた要請及び情報共

有を行う取組 

 

〇 本件取組の特徴・ポイント（キーワード） 

＃共同行為、＃情報共有、＃安定供給の確保、

＃生産終了予定の医薬品の代替品の供給 

第３条（不当な取引

制限） 
問題なし 

（注１）本表に記載の条番号は、独占禁止法のものです（後記４において同じです。）。 

（注２）本表中の「グリーン社会の実現に向けた事業者等の取組に関する相談」には緑色

の網掛けをしています（同上）。 
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４ 事業者団体の活動に関する相談（５件） 

事例

番号 
相談に係る行為の概要 関係法条 回 答 

５ 

金属素材の製造販売業者等を会員とする団体

が、会員が行うコスト上昇分の価格転嫁を支援す

ることを目的として、原料費の増減と連動する価

格設定の一般的な方法を会員に紹介する取組 

 

〇 本件取組の特徴・ポイント（キーワード） 

＃経営指導、＃原価計算の一般的な方法、＃

価格転嫁対策、＃金属素材のコスト上昇、＃市

況連動制の価格算定方式 

第８条第１号（一定

の取引分野におけ

る競争の実質的制

限） 

 

第８条第４号（構成

事業者の機能又は

活動の不当な制限） 

問題なし 

６ 

事業者団体が、希望する会員を対象に、当該会

員が販売する商品の安全性能を認証し、一般消費

者に推奨するマークを付与する取組 

 

〇 本件取組の特徴・ポイント（キーワード） 

＃自主認証基準、＃推奨マーク、＃一般消費

者の生命・身体の保護及び安全の確保、＃商品

の安全性能 

 

第８条第３号（一定

の事業分野におけ

る現在又は将来の

事業者の数の制限） 

 

第８条第４号（構成

事業者の機能又は

活動の不当な制限） 

 

第８条第５号（事業

者に不公正な取引

方法に該当する行

為をさせるように

すること） 

問題なし 

７ 

【グリーン社会の実現に向けた事業者等の取組

に関する相談】 

燃料の製造販売業者を会員とする団体が、温室

効果ガスの排出量を大幅に削減するという特徴

を有する新たな輸送用機械向け燃料の普及を目

的として、団体主導で、会員が共同で行う、当該

燃料の将来の円滑な導入拡大に向けた製造から

流通に至るまでの課題の発見及び検証の機会と

して位置付けられる先行導入のため、当該燃料の

共同生産等を実施する取組 

 

○ 本件取組の特徴・ポイント（キーワード） 

＃共同生産、＃グリーン社会の実現、＃新燃

料製造・流通のための課題検証、＃発展段階の

市場 

第８条第１号（一定

の取引分野におけ

る競争の実質的制

限） 

 

問題なし 
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事例

番号 
相談に係る行為の概要 関係法条 回 答 

８ 

オフィス向け商品の製造販売業者等を会員と

する団体が、会員の知的財産の保護、労務費の適

切な負担及び労働環境の是正を目的として、会員

による需要者への営業方法の適正化に向けた抽

象的な推奨事項を示す指針を作成する取組 

 

○ 本件取組の特徴・ポイント（キーワード） 

＃営業方法に係る指針の策定、＃人材確保、

＃価格転嫁対策、＃知的財産の保護、＃労務費

の適切な負担、＃労働環境の改善 

第８条第３号（一定

の事業分野におけ

る現在又は将来の

事業者の数の制限） 

 

第８条第４号（構成

事業者の機能又は

活動の不当な制限） 

 

第８条第５号（事業

者に不公正な取引

方法に該当する行

為をさせるように

すること） 

問題なし 

９ 

金属素材の製造販売業者等を会員とする団体

が、物流の 2024 年問題の解消と物流効率化の促

進に向けて、着荷主に荷待ち時間の短縮等の理解

を求めるための文書を作成し、会員の取引先事業

者（着荷主）が加盟する団体に対し、同団体の会

員に周知を依頼する取組 

 

○ 本件取組の特徴・ポイント（キーワード） 

＃取引条件明確化のための活動、＃物流の

2024年問題対策、＃団体要請文の作成、＃物流

効率化、＃着荷主団体への協力要請 

第８条第１号（一定

の取引分野におけ

る競争の実質的制

限） 

 

第８条第４号（構成

事業者の機能又は

活動の不当な制限） 

問題なし 
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＜参考＞ 

〇 相談内容別件数（企業結合に関する相談を除く。）         （単位：件） 

 令和６年度 令和７年度 

事前相談制度による相談（※１） 1 0 

 
事業者の活動に関する相談 0 0 

事業者団体の活動に関する相談 1 0 

一般相談（※２） 6,209 4,893 

 

事業者の活動に関する相談 5,998 4,752 

 

○ 流通・取引慣行に関する相談 
（うち優越的地位の濫用に関する相談） 
○ 共同行為・業務提携に関する相談 
○ 技術取引に関する相談 
○ 共同研究開発に関する相談 
○ その他 

5,675 
(5,052) 

170 
14 
9 

130 

4,462 
(4,025) 

167 
8 
9 

106 

事業者団体の活動に関する相談 211 141 

合計 6,210 4,893 

※１ 事前相談制度による相談（https://www.jftc.go.jp/soudan/jizen/index.html） 

事前相談制度とは、以下の申出の要件を満たした相談に対して書面により回答し、申出者名並

びに相談及び回答の内容を原則公表するものである。 

＜申出の要件＞ 

○ 相談の対象となる行為を行おうとする事業者等からの申出であること。 

○ 将来自ら行おうとする行為に係る個別具体的な事実を示すこと。 

○ 申出者名並びに相談及び回答内容が公表されることに同意していること。 

※２ 一般相談（事前相談制度によらない相談）（https://www.jftc.go.jp/soudan/jizen/index.html） 

一般相談とは、相談者の負担軽減、相談者・相談内容の秘匿性等に配慮し、事前相談制度によ

らない相談を受け付けるものである。一般相談は、電話、来庁等で相談内容の説明を受け、原則

として口頭で回答するもので、迅速に対応するとともに、相談内容等については原則として非公

表としている（相談者以外にも参考になると考えられる事案については、相談者の了解を得た上

で、相談の概要等を公表することがある。）。 

 

〇 独占禁止法についての相談に関係するウェブサイト 

相談事例集 

  
よくある 

質問コーナー 

（独占禁止法） 

 

法令・ 

ガイドライン等 

(独占禁止法) 

  事業活動についての 

事前相談 

（事前相談制度・一般

相談・相談事例集） 

 

 

https://www.jftc.go.jp/soudan/jizen/index.html
https://www.jftc.go.jp/soudan/jizen/index.html


公正取引委員会ウェブサイト中の
「相談事例集」のページ

②「相談事例集」
のアイコンをクリック

①公正取引委員会トップページから、
縦スクロールで「情報を探す」のところまで移動

③ 「相談事例集」のページで、
キーワード検索又はジャンル別検索が可能

（参考）

キーワード検索


